
水道（水道用水供給）事業給水開始届 審査基準 

 

水道法 

 

第十三条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改

造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しよう

とするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の

定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。 

２ 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関す

る記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければなら

ない。 

 

第三十一条 第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九

条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条

の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二

号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から

第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合にお

いて、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

 

 

水道法施行規則 

 

第十条 法第十三条第一項の規定により行う水質検査は、当該水道により供給される水が

水質基準に適合するかしないかを判断することができる場所において、水質基準に関す

る省令の表の上欄に掲げる事項及び消毒の残留効果について行うものとする。 

２ 前項の検査のうち水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項の検査は、同令に規

定する厚生労働大臣が定める方法によつて行うものとする。 

 

第十一条 法第十三条第一項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、

圧力、耐力、汚染並びに漏水のうち、施設の新設、増設又は改造による影響のある事項

に関し、新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる水道施

設（給水装置を含む。）について行うものとする。 

 

第五十二条 第三条、第四条、第八条の三（第一項第三号を除く。）から第十一条まで、第

十五条から第十七条の三（第三項第一号ロを除く。）まで、第十七条の四及び第十七条の



五（第五号を除く。）から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用

する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第十条第一項 第十三条第一項 第三十一条において準用する

法第十三条第一項 

第十一条 第十三条第一項 第三十一条において準用する

法第十三条第一項 

 

 

水道法施行細則 

 

第十条 法第十三条第一項(法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出

は、水道(水道用水供給)事業給水開始届(別記第九号様式)により行うものとする。 


